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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【１】【外国出願補助金】中小企業等海外展開支援事業費補助金（令和６年度  

  海外権利化支援事業）第３回公募のお知らせ（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

本事業は、海外への事業展開等を計画している中小企業等に対して、海外にお  

ける発明、実用新案、意匠または商標の権利化のための出願（出願手続）、特許  

出願に対して外国特許庁から発せられた拒絶理由通知に対する応答（中間応答）、  

特許出願に対する出願審査の請求（審査請求）に要する経費の一部を交付する  

ことで、中小企業等の戦略的な外国出願を促進し、知的財産権を活用した海外  

展開を支援することを目的としています。 

 

【申請書受付期間】 

＜出願手続＞ 

  第 3 回：2024/11/18(月)～2024/12/3(火) 12:00 

＜中間応答等＞中間応答、審査請求 

  2024/5/30(木)～2025/2/7(金) 12:00 

 



▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jiii.or.jp/kaigai-hojo/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【２】【PCT】国際出願関係手数料改定のお知らせ（特許庁） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

2024 年 11 月 1 日から、日本国特許庁以外の国際調査機関が国際調査を行う場合  

の調査手数料（EP）が以下のとおり改定されます。 

2024 年 11 月以降に本手数料の納付をする場合は、手数料の額及び適用関係に御  

注意をお願いします。 

 

2024/9/30 以前 297,100 円 → 2024/10/1～10/31 315,400 円 

→ 2024/11/1 以降 296,600 円 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_tesuukaitei.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【３】「IP ランドスケープ支援事業」第４回公募を開始しました！（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

いま、企業の強みは「見える強み」から「見えない強み（知財等）」へ変化して  

います。そのため、企業の経営戦略や事業戦略を検討する際に、自社の「強み」  

やライバル企業の状況、市場や技術開発の動向などをふまえた戦略を策定するた  

めには、知的財産の情報も加味することが欠かせません。 

本事業では、「市場」や「事業」の情報に「知財」の情報を合わせた分析を行い、  

企業の抱える経営や事業の課題に対して、強みを活かした意思決定やアクション  

をご支援いたします。 

こちらは公募制の事業になります。利用者の費用負担はありません。 

 

【公募スケジュール】 

◆第 4 回：9/30(月)～10/18(金) 17 時まで 

◆第 5 回：11/1(金)～11/21(木) 17 時まで 

 （第６回以降：調整中） 

【費 用】無料 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/katsuyo/ipl/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【４】ひろしま知財経営講座 基礎理解コース「なぜ経営に知財が必要なのか？」 

  （ひろしま産業振興機構） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

知財は、企業経営に幅広く関わります。「ひろしま知財経営講座 基礎理解コース」 

は企業における知財の必要性を知ってもらう内容です。 



「ものづくり」「ブランド成形」に知財活動がどうして必要なのかを学ぶ、ステー  

ジ０からステージ１へのステップアップコースです。 

 

【タイトル】「なぜ経営に知財が必要なのか？」 

【開催方法】動画配信 

【参 加 費】無料 

【対 象 者】経営における知財の必要性を知りたい人   

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.hiwave.or.jp/event/43343/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【５】知財活用事例集「知恵を『稼ぐ力』に～100 社の舞台裏～」の記事公開 

  のお知らせ（日本商工会議所） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

新型コロナウイルスの影響による需要停滞や、物価高騰、人手不足など、様々  

な経営課題の解決には、知的財産等を活用した付加価値拡大による原資の確保・  

拡大が重要です。そこで、「知財の活用＝稼ぐ力」であることに気付いていた  

だき、皆様が「知財経営（知的財産を活用した経営）」に取り組むきっかけと  

なるよう、積極的に知財経営を実施する企業等の事例を取材し、公表します。  

 

中国地域については、（株）クリエイティブサポート（鳥取県米子市）、広瀬  

和紙紙季漉（島根県安来市）、（株）マリンナノファイバー（鳥取県鳥取市）  

が掲載されています。掲載企業は、随時、追加されていく予定です。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.jcci.or.jp/support/information/chizai_backstage/ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【６】【IP ePlat】令和 6 年 9 月コンテンツリリースのお知らせ（INPIT） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

誰でも無料で学べる、INPIT の知的財産 e-ラーニングサイト「IP ePlat」にて、 

新たに動画教材をリリースいたしました。 

 

◆特許出願の手続 2024 

本動画は、特許出願における出願手続の流れや特許願の作成方法、出願と同時に  

しておくべき手続など、特許出願をされている方・検討中の方向けに公開してい  

た解説動画を今年度版の内容に改訂をした動画となります。 

特許出願の手続を行う際に生じた疑問・不明点を動画で気軽に確認いただくこと  

が可能です。ぜひご視聴ください。 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.inpit.go.jp/jinzai/topic/info_20240927.html#anchor1 



■…━…━…━…━…━…━…━イベント情報━…━…━…━…━…━…━…■  

イベント情報については、以下の中国地域知的財産戦略本部 HP のイベント 

カレンダーを随時更新しておりますので、こちらもご活用ください。 

  

▽中国地域知的財産戦略本部 HP イベントカレンダー▽ 

https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/event/index.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【７】「つながる特許庁 in 甲府」を開催します！（特許庁、関東経済産業局） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

ビジネスにおける知財の活用をサポートするイベント「つながる特許庁」を全  

国 9 都市（北海道札幌市、岩手県盛岡市、山梨県甲府市、岐阜県大垣市、大阪  

府大阪市、島根県松江市、高知県高知市、佐賀県佐賀市、沖縄県宮古島市）で  

開催します。第 4 回となる開催地は山梨県甲府市です！開催地域における知財 

の先進的な取組事例や、各分野の第一線で活躍する専門家による「知財の気づ  

き」となるセミナー＆交流会を行います。オンライン配信もあり参加費は無料  

ですので、是非ご参加ください！ 

  

【テーマ】事業承継から考える新たな一歩 

【日 時】11/1(金) 13:00～18:00 【申込締切】10/30(水) 17:00 

【会 場】山日 YBS 本社地下ホール（山梨県甲府市北口 2 丁目 6-10） 

【定 員】70 名（※参加無料、オンライン配信も実施） 

【お問い合わせ先】 

「令和 6 年度 つながる特許庁」運営事務局 受付時間:10:00～18:00 

 メール：support@tsunagaru-tokkyocho.go.jp 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/kofu.html 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

【８】10 月 Camps Meet UP「スタートアップにおける知財の基礎」 

  （INPIT 広島県知財総合支援窓口／イノベーション・ハブ・ひろしま Camps） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

スタートアップが知っておくべき知的財産について、専門家が解説します。  

こんなことを、事例を交えて学べます！ 

・大手企業と連携する時の注意事項 

・提携先からライセンスの無償提供を要求されたらどうしたらいい？ 

・弁理士さんに相談に行く前に必要最低限知っておくべき勘所  

 

【日  時】10/11(金) 17:30～19:00 【申込締切】当日まで 

【場  所】イノベーション・ハブ・ひろしま Camps 

【住  所】広島市中区紙屋町 1-4-3 エフケイビル 1F 

【定  員】30 名 



【参 加 費】無料 

【講  師】原田 昌博 氏（INPIT 広島県知財総合支援窓口） 

【申込方法】下記の URL よりチケットをお申し込みください。（1 人 1 枚まで） 

https://10cmpsmeetup.peatix.com/view 

 

▽詳細は以下のウェブサイトを参照ください。▽ 

https://www.camps-hiroshima.jp/events/2024/09/694/ 

■…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━■  

【９】【知財コラム】 パテントＧＯ！ 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

企業や個人の皆様が「知的財産」に対する興味・関心を持つとともに、知識を深  

めるきっかけにしていただくことを目的に、「知的財産」に関するコラムの連載を  

しています。最前線でご活躍される弁理士の方々によるホットな情報をお届けし  

ていますので、お楽しみください。 

（日本弁理士会 中国会 <https://www.jpaa-chugoku.jp/> にご協力いただき、 

月１回配信予定です。） 

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・* 

■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓  

□■□ 「役に立つ技術」                ┃ 

■□－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－┃  

┃ 日本弁理士会中国会 弁理士 田中 秀明       ┃ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛  

 ２０世紀後半にオゾン層破壊が問題とされました。幸いなことに、国連の報告  

書によれば２０６６年ごろにはオゾン層がすべて回復する可能性も指摘されてい  

るそうです。 

 １９８２年から１９８５年頃にオゾンホールが発見され、１９８７年にはモン  

トリオール議定書が採択されて、オゾン層を破壊するクロロフルオロカーボン  

（フロンガス）の使用を段階的に制限することが合意されました。こうした国際  

的かつ迅速な取り組みが功を奏した結果と思われます。また、フロンガスに代替  

する冷媒ガスの開発に携わった企業の努力と技術の貢献も忘れてはならないと思  

います。 

 ２０１０年代後半にはある日本企業が、ある冷媒を使用した機器に関する特許  

４００件余りを無償で開放しました。その冷媒は従来の冷媒に比べて地球温暖化  

係数が約３の１とのことです。同社が特許権を解放した後、その冷媒を採用した  

エアコンが世界中に普及し、その冷媒を採用した空調機の販売台数が順調に伸び  

ているそうです。同社は、解放した特許権以外にも、他社の空調機と差別化でき  

る特許権を保有しており、差別化用の特許権に基づいて、競争力を維持している  

ともいわれています。すなわち、一部の特許権を開放することで市場を広げて、  

解放しなかった特許権で差別化要素を維持するオープンクローズ戦略です。世の  

役に立つ技術を普及させつつ、収益をあげてさらなる企業活動・社会貢献の原資  



とする、という一例ではないかと思います。 

 昨今の気候変動によると思われる災害の激甚化の原因については諸説あるよう  

ですが、特許制度と環境技術が問題解決の一助となることを期待します。  

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏  

 本メールサービスの内容等に対するお問合せ、ご意見、ご要望、また本メール  

 サービスの配信の希望、中止及び配信先の変更等はこちらへお願いします。  

 

 中国地域知的財産戦略本部事務局 

 経済産業省 中国経済産業局 地域経済部 イノベーション推進課 知的財産室 

 住 所：〒７３０－８５３１ 広島市中区上八丁堀６番３０号 

 TEL：（０８２）２２４－５６８０ 

 E-mail: bzl-cgk-tokkyo アットマーク meti.go.jp 

         (お願い)上記「アットマーク」を「@」に変更してください。 

 ＵＲＬ：https://www.chugoku.meti.go.jp/chizai/mail_mz/index.html 

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏  


